
２．財団法人びわ湖造林公社寄附行為

（制 定）昭和49年３月18日
（最終改正）平成14年３月28日

第１章 総 則

(名 称)
第１条 この法人は､財団法人びわ湖造林公社という｡

(事務所)
第２条 この法人は､事務所を滋賀県大津市松本一丁
目２番１号に置く｡

(目 的)
第３条 この法人は､滋賀県において造林､育林等､森

林､林業に関する事業､林業労働力の確保及び育成
に関する事業､その他緑化に関する事業を行うこと
により､びわ湖の水資源のかん養､県土の保全､森林
資源の培養並びに緑豊かな環境の形成等､緑資源の
もつ多面的な機能を総合的､かつ高度に発揮させ､
もって農山村の振興と住民の福祉の向上に寄与す
ることを目的とする｡

(事 業)
第４条 この法人は､前条の目的を達成するため､次の

事業を行う｡
(1) 分収造林及び分収育林事業
(2) 分収造林及び分収育林制度の促進に関する事業
(3) 農山村における森林の総合利用のための事業
(4) 林業労働力の確保及び育成に関する事業
(5) 森林､林業及び緑化に関する事業並びにこれら

に関する調査等の受託
(6) 県が委託する公の施設の管理及び運営に関する

事業
(7) 自然環境の保全及び緑化の推進事業
(8) 森林､林業に関する普及､啓発の事業
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な

事業

第２章 資産､会計､事業計画等

(資産の毒善成)
第５条 この法人の資産は､次に掲げるものをもって

構成する｡
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄付金品
(3) 資産から生ずる果実
(4) 事業に伴い取得した財産
(5) その他の収入

(資産の種類)
第６条 資産は､基本財産及び運用財産の２種とする｡
２ 基本財産は､次に掲げるものをもって構成する｡
(1) 設立当初の財産目録中､基本財産の部に記載さ

れた財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した

財産

３ 運用財産は､基本財産以外の財産とする｡

(基本財産の処分の制限)
第７条 基本財産は､これを処分し､又は担保に供する

ことができない｡ただし､この法人の業務の運営上
やむを得ない理由があるときは､理事会において､
理事現在数の４分の３以上の議決を経､かつ､滋賀
県知事の承認を得て､その一部を処分し､又は担保
に供することができる｡

(資産の管理)
第８条 資産は､理事長が管理し､その方法は､理事会

の議決により定める｡

(経費の支弁)
第９条 この法人の経費は､運用財産をもって支弁す
る｡

(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算

は､理事長が作成し､毎年度当該年度開始前に理事
会の議決を経､滋賀県知事に提出しなければならな
い｡

２ 前項の規定は､事業計画又は収支予算の変更につ
いて準用する｡この場合において､同項中｢毎年度当
該年度開始前に｣とあるのは､｢速やかに｣と読み替
えるものとする｡

(事業報告及び収支決算)
第11条 この法人の事業報告及び収支決算は､毎会計

年度終了後､理事長が事業実績報告書､収支計算書､
貸借対照表､財産目録等として作成し､監事の監査
を受け､理事会の議決を経て､当該会計年度終了後
３月以内に滋賀県知事に提出しなければならない｡

(長期借入金)
第12条 この法人が資金の借入れをしようとするとき

は､その会計年度の収入をもって償還する短期借入
金を除き､理事現在数の３分の２以上の議決を経､
かつ､滋賀県知事の承認を得なければならない｡

(剰余金の処分)
第13条 毎会計年度末に剰余金があるときは､理事会

の議決を経て､その全部若しくは一部を基本財産に
編入し､又は次会計年度に繰越しするものとする｡

(会計年度)
第14条 この法人の会計年度は､毎年４月１日に始ま

り､翌年３月31日に終る｡

第３章 役 員

(役員の種別及び定数)
第15条 この法人に､次の役員をおく｡



(1) 理事長 １人
(2) 副理事長 １人
(3) 専務理事 １人
(4) 理事(理事長､副理事長及び専務理事を含む｡)

10人以上15人以内
(5) 評議員 10人以上15人以内
(6) 監事 ２人

２ 理事に異動があったときは､２週間以内に登記し､
登記簿の謄本を添えて､登記完了の日から２週間以
内に､その旨を滋賀県知事に届け出なければならな
い｡

３ 監事に異動があったときは､異動があった日から
２週間以内に､その旨を滋賀県知事に届け出なけれ
ばならない｡

(選 任)
第16条 理事及び監事にあっては評議員会が､評議員

にあっては理事会がこれを選任する｡
２ 理事は､互選により理事長､副理事長及び専務理事

を定める｡
３ 理事､評議員及び監事は､相互に兼ねることはでき

ない｡

(職 務)
第17条 理事長は､この法人を代表して､社務を続轄す

る｡
２ 副理事長は､理事長を補佐し､理事長に事故がある

とき､又は理事長が欠けたときは､その職務を代行
する｡

３ 専務理事は､理事長及び副理事長を補佐して､日常
の業務を処理し､理事長及び副理事長に事故がある
とき､又は理事長及び副理事長が欠けたときは､そ
の職務を代行する｡

４ 理事は､理事会を構成し､この寄付行為に別に定め
るもののほか､この法人の業務を議決し､社務の執
行を決定する｡

５ 評議員は､評議員会を構成し､この寄付行為に定め
る職務を行う｡

６ 監事は､次に掲げる職務を行う｡
(1) この法人の財産と帳簿を監査すること｡
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること｡
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実

を発見したときは､これを理事会もしくは評議員
会又は滋賀県知事に報告すること｡

(4) 前号の報告をするため､必要があるときは､理事
会及び評議員会の招集を請求し､又は招集するこ
と｡

(5) 理事会又は評議員会に出席し､意見を述べるこ
と｡

(任 期)
第18条 役員の任期は､２年とする｡ただし､補欠によ

る役員の任期は､前任者の残任期間とし、増員によ
る役員の任期は現任者の残任期間とする｡

２ 役員は､再任されることができる｡
３ 役員は､辞任した場合又は任期満了の場合におい

ても､後任者が就任するまでは､その職務を行わな
ければならない｡

(解 任)
第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは､

理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数
及び評議員現在数の４分の３以上の議決によりこ

れを解任することができる｡
(1) 心身の故障のため､職務の執行に堪えられない

と認められるとき｡
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしく

ない行為があったと認められるとき｡
２ 前項の規定により役員を解任しようとするときは､

解任の議決を行う理事会及び評議員会において､そ
の役員に弁明の機会を与えなければならない｡

(報酬等)
第20条 役員は無給とする｡ただし､常勤の役員は有給

とすることができる｡
２ 役員には費用を弁償することができる｡
３ 前２項の規定の施行に関し必要な事項は､理事会

の議決を経て､理事長が別に定める｡

第４章 会 議

(種 別)
第21条 この法人の会議は､理事会及び評議員会の２

種とする｡

(構 成)
第22条 理事会は理事をもって､評議員会は評議員を

もって構成する｡

(権 能)
第23条 理事会は､この寄付行為に別に定めるものの

はか､この法人の運営に関する重要な事項を議決す
る｡

２ 評議員会は､この寄付行為に別に定めるもののほ
か､理事長の諮問に応じて必要な事項について審議
し､及び助言するとともに､必要に応じこの法人の
重要な事項に関し､理事長に建議することができ
る｡

３ 理事会において次に掲げる事項を議決する場合に
は､あらかじめ評議員会の意見を聴かなければなら
ない｡
(1) 基本財産の処分に関すること｡
(2) 事業計画及び予算の承認に関すること｡
(3) 事業報告及び決算の承認に関すること｡
(4) 寄付行為の変更に関すること｡
(5) 解散及び残余財産の処分に関すること｡

(開 催)
第24条 理事会は､次に掲げる場合に開催する｡
(1) 理事長が必要と認めたとき｡
(2) 理事の５分の１以上から会議の目的たる事項を

示して招集の請求があったとき｡
(3) 第17条第６項第４号の規定により監事から招集

の請求があったとき｡
２ 評議員会は､次に掲げる場合に開催する｡
(1) 理事長が必要と認めたとき｡
(2) 評議員の５分の１以上から会議の目的たる事項

を示して招集の請求があったとき｡

(招 集)
第25条 会議は､理事長が招集する｡
２ 理事長は､前条第１項第２号もしくは第３号また

は同条第２項第２号の規定による請求があったと
きは､その日から30日以内に理事会又は評議員会を
開催しなければならない｡

３ 会議を招集するときは､理事又は評議員に対し､会



議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場
所を示して､開会の日の７日前までに文書をもって
通知しなければならない｡ただし､急施を要する事
項が生じたときは､この限りではない｡

(議 長)
第26条 理事会の議長は､理事長がこれに当たる｡
２ 評議員会の議長は､その評議員会において出席し

た評議員のうちから選任する｡

(定足数)
第27条 会議は､理事会にあっては理事の３分の２以

上､評議員会にあっては評議員の過半数の出席がな
ければ開催することができない｡

(議 決)
第28条 会議の議事は､この寄付行為に別に定めるも

ののほか､出席した構成員の過半数の同意をもって
決する｡この場合において､議長は､構成員として議
決に加わる権利を有しない。
ただし､可否同数のときは､議長の決するところ

による｡

(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため､会議に出席するこ

とのできない理事又は評議員は､あらかじめ通知さ
れた事項について､書面をもって表決し､又は他の
理事又は評議員を代理人として表決を委任するこ
とができる｡この場合において､前2条の規定の適用
については､出席したものとみなす｡

(議事録)
第30条 会議の議事については､次の事項を記載した

議事録を作成しなければならない｡
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事又は評議員の現在数
(3) 会議に出席した理事又は評議員の氏名(書面表

決者及び表決委任者の場合にあっては､ その旨を
付記するものとする｡

(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には､出席した理事又は評議員のうちから
その会議において選出された議事録署名人２人以
上が議長とともに署名押印しなければならない｡

第５章 事務局

(設置等)
第31条 この法人の事務を処理するため､事務局を置

く｡
２ 事務局には､事務局長及び所要の職員を置く｡
３ 事務局長及び職員は､理事長が任免する｡
４ 事務局の組織及び運営に閲し必要な事項は､理事

会の議決を経て､理事長が別に定める｡

(備付け帳簿及び書類)
第32条 事務所には､常に次に掲げる帳簿及び書類を

備え置かなければならない｡
(1) 寄付行為
(2) 役員の名簿
(3) 事業報告書､収支計算書､正味財産増減計算書及
び貸借対照表並びに財産目録

(4) 事業計画書及び収支予算書
(5) 許可､認可等及び登記に関する書類
(6) 寄付行為に定める機関の議事に関する書類
(7) 資産及び負債に関する台帳
(8) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(9) 役員の履歴書並びに､その他の職員の名簿及び

履歴書
(10) その他必要な帳簿及び書類

第６章 寄付行為の変更及び解散

(寄付行為の変更)
第33条 この寄付行為は､理事会において理事現在数

の３分の２以上の議決を経､かつ､滋賀県知事の認
可を得なければ変更することができない｡

(解散及び残余財産の処分)
第34条 この法人は､民法第68条第１項第２号から第

４号までの規定によるほか､理事会において､理事
現在数の３分の２以上の同意を得､かつ､滋賀県知
事の許可があったとき解散する｡

２ 解散のときに存する残余財産は､理事会の議決を
経､第４条各号に定める事業を行う費用として滋賀
県に寄付する｡

第７章 雑 則

(委 任)
第35条 この寄付行為の施行に関し必要な事項は､理

事長が理事会の議決を経て別に定める｡

附 則
(施行期日)
１ この寄付行為は､主務官庁の設立の許可のあった

日から施行する｡
(会計年度の特例)
２ この法人の設立当初の会計年度は､第13条の規定

にかかわらず､この寄付行為施行の日から昭和49年
６月30日までとする｡

(設立初年度の事業計画及び収支予算)
３ この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は､

第10条及び第19条第1号の規定にかかわらず､設立
者の定めるところによる｡

(設立当初の役員)
４ この法人の設立当初の役員は､第15条第１項の規

定にかかわらず､別紙役員名簿のとおりとし､その
任期は第17条第１項の規定にかかわらず､この寄付
行為施行の日から昭和49年６月30日までとする｡
附 則 (昭和58年12月２日)

この寄付行為は､主務官庁の認可のあった日から施
行する｡

附 則 (平成元年11月28日)
この寄付行為は､主務官庁の認可の到達のあった日

から施行する｡
附 則 (平成４年８月３日)

この寄付行為は､主務官庁の認可の到達のあった日
から施行する｡

附 則 (平成８年７月１日)
１ この寄付行為は､主務官庁の認可の到達のあった

日から施行する｡
２ この寄付行為の施行の日の属する会計年度は､改

正後の第13条の規定にかかわらず平成８年７月１
日から平成９年３月31日までとする｡



附 則 (平成８年９月30日)
この寄付行為は､主務官庁の認可の到達のあった日

から施行する｡
附 則 (平成10年７月１日)

１ この寄付行為は､滋賀県知事の認可のあった日か
ら施行する｡

２ 改正後の当初の評議員は､改正後の第16条第１項

の規定にかかわらず､別紙評議員名簿のとおりとす
る｡
附 則 (平成14年３月28日)

この寄付行為は､滋賀県知事の認可のあった日から
施行する｡

○ 役員名簿（平成21年４月１日現在）

理事・監事

役職名 氏 名

理 事 長 田 口 宇一郎 滋賀県副知事

副理事長 押 谷 正 滋賀県琵琶湖環境部技監

理 事 川 口 逸 司 滋賀県総務部長

〃 中 嶋 武 嗣 甲賀市長

〃 久 保 久 良 多賀町長

〃 二 矢 秀 雄 余呉町長

〃 西 川 喜代治 高島市長

〃 松 山 正 己 滋賀県森林組合連合会代表理事会長

〃 野 瀬 宇一郎 滋賀県木材協会

〃 川 村 誠 京都大学大学院准教授

〃 大 住 克 博 森林総合研究所関西支所主任研究官

監 事 古 川 源二郎 滋賀県会計管理者(兼)会計管理局長

〃 清 水 眞喜子 滋賀銀行営業統轄部推進役

評議員

役職名 氏 名

評議員 吉 田 正 子 滋賀県琵琶湖環境部次長

〃 末 田 雄 士 滋賀県琵琶湖環境部技監

〃 中 瀬 忠 男 滋賀県琵琶湖環境部森林保全課長

〃 泉 峰 一 米原市長

〃 岩 根 博 之 木之本町長

〃 熊 谷 定 義 西浅井町長

〃 柴 嵜 久 子 淡海森林クラブ副会長

〃 浦 田 和 栄 滋賀県林業研究グループ女性部長

〃 間 宮 甚三郎 滋賀みどりの会代表世話人

〃 石 川 知 明 三重大学大学院教授

〃 高 橋 卓 也 滋賀県立大学准教授

〃 森 地 寛 学識経験者


